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の
れ
ん
償
却
に
つ
い
て
作
成
者
の
意
見

聴
取
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ・の
れ
ん
非
償
却
公
聴
会

会
　
　
計

去
る
１
月
20
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
６
７
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
（
第
７
回
「
の
れ
ん
の

非
償
却
の
導
入
及
び
の
れ
ん
償
却
費

計
上
区
分
の
変
更
」
に
関
す
る
公
聴

会
）
を
開
催
し
た
。

本
公
聴
会
は
、
の
れ
ん
の
非
償
却

の
導
入
お
よ
び
の
れ
ん
償
却
費
計
上

区
分
の
変
更
（
以
下
、「
本
テ
ー
マ
」

と
い
う
）
の
提
案
に
よ
り
会
計
基
準

と
し
て
改
善
が
見
込
ま
れ
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
、
関
係
者
か
ら
意
見
聴

取
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
親
委

員
会
に
お
け
る
通
常
の
審
議
と
異
な

り
、
当
委
員
会
お
よ
び
委
員
が
本

テ
ー
マ
に
関
し
て
判
断
や
評
価
を
行

う
も
の
で
は
な
く
、
関
係
者
か
ら
の

意
見
聴
取
の
結
果
を
企
業
会
計
基
準

諮
問
会
議
に
報
告
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
６
回
ま
で
の
公
聴
会
の
意
見

は
、
第
55
回
企
業
会
計
基
準
諮
問
会

議
（
２
０
２
５
年
12
月
10
日
号
（
№

１
７
６
２
）情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）

に
て
報
告
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
こ
れ

ま
で
の
意
見
聴
取
に
加
え
、
財
務
諸

表
作
成
者
や
小
規
模
監
査
法
人
等
に

対
し
て
継
続
し
て
意
見
聴
取
を
実
施

す
る
よ
う
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

今
回
は
、
作
成
者
と
し
て
日
本
製

鉄
㈱
財
務
部
決
算
室
長
の
松
本
道
彰

氏
か
ら
意
見
聴
取
を
行
っ
た
。

ま
ず
、
説
明
者
が
「
会
計
基
準
は

企
業
経
営
の
実
態
を
適
切
に
反
映
す

る
た
め
に
設
定
す
べ
き
で
あ
り
、
政

策
的
手
段
の
た
め
に
改
正
す
べ
き
で

は
な
い
」、「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
と
の
整
合
性

に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
横
並
び
す

る
の
で
は
あ
れ
ば
日
本
基
準
は
不

要
。
日
本
と
し
て
あ
る
べ
き
会
計
を

具
現
化
す
る
の
が
日
本
基
準
」
と
の

基
本
的
な
考
え
を
述
べ
た
。

の
れ
ん
の
非
償
却

の
れ
ん
非
償
却
を
導
入
す
る
会
計

基
準
の
改
正
に
つ
い
て
は
、「
の
れ

ん
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に
減
耗
し

て
い
く
も
の
で
あ
る
の
で
、
支
持
し

な
い
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、
償
却
と
非
償
却
の
選
択
に

つ
い
て
も
、「
企
業
実
態
を
表
す
か

ど
う
か
が
重
要
で
あ
り
、
企
業
の
自

由
選
択
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

同
じ
企
業
実
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
異

な
る
会
計
処
理
と
な
る
の
は
比
較
可

能
性
の
点
か
ら
も
問
題
」
と
の
説
明

が
あ
っ
た
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
の
適
用
と

非
償
却

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
を
適
用
す
る

こ
と
に
よ
り
非
償
却
と
す
る
こ
と
も

可
能
と
な
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、「
中

小
企
業
向
け
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
で
の
れ
ん
の

償
却
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
非

償
却
に
よ
る
コ
ス
ト
に
配
慮
し
て
い

る
た
め
。
非
償
却
を
選
択
す
る
と
き

に
は
減
損
テ
ス
ト
な
ど
の
コ
ス
ト
が

増
大
す
る
こ
と
は
認
識
す
べ
き
」
と

回
答
し
た
。

の
れ
ん
の
非
償
却
を
導
入
す
る

場
合
の
負
担

の
れ
ん
の
非
償
却
の
導
入
の
負
担

に
つ
い
て
、「
日
本
基
準
と
比
べ
て

負
担
は
あ
る
。
特
に
非
上
場
企
業
の

大
企
業
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
留

意
は
必
要
だ
。
Ｐ
Ｐ
Ａ
や
減
損
テ
ス

ト
が
負
担
と
な
り
、
専
門
的
な
人
的

リ
ソ
ー
ス
や
第
三
者
の
専
門
家
の
利

用
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
に
伴
い
、

監
査
工
数
も
増
加
す
る
。
ま
た
、
減

損
の
ハ
ー
ド
ル
が
低
く
な
る
こ
と
も

挙
げ
ら
れ
る
。
体
力
の
な
い
会
社
は

特
に
負
担
が
大
き
い
の
で
は
な
い

か
」
と
問
題
点
を
述
べ
た
。

の
れ
ん
償
却
費
の
計
上
区
分

の
れ
ん
償
却
費
の
計
上
区
分
の
変

更
に
つ
い
て
は
、「
支
持
し
な
い
。

企
業
の
実
態
に
沿
っ
て
計
上
区
分
す

べ
き
で
あ
り
、
営
業
活
動
の
た
め
に

買
収
し
た
企
業
の
の
れ
ん
を
営
業
外

費
用
に
す
る
理
由
は
な
い
。
会
計
理

論
の
裏
づ
け
の
な
い
改
正
は
す
べ
き

で
は
な
い
」
と
述
べ
た
。

た
だ
、
計
上
区
分
し
た
場
合
に
、

販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
に
計
上
し

た
う
え
で
、
の
れ
ん
償
却
前
営
業
利

益
お
よ
び
の
れ
ん
償
却
費
を
表
示
す

る
と
い
う
案
に
つ
い
て
は
、「
会
計

処
理
は
変
わ
ら
ず
表
示
上
の
問
題
で

あ
る
の
で
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業

が
希
望
す
る
な
ら
あ
え
て
反
対
し
な

い
」
と
述
べ
た
。

質
疑
応
答

委
員
か
ら
は
、「（
の
れ
ん
の
非
償

却
賛
成
サ
イ
ド
が
主
張
す
る
）
の
れ

ん
の
償
却
で
は
Ｐ
Ｍ
Ｉ
が
お
ろ
そ
か

に
な
っ
た
り
、
経
営
陣
が
償
却
す
る

こ
と
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
減
損
が
出

に
く
く
な
る
側
面
が
あ
る
と
の
意
見

に
つ
い
て
は
ど
う
思
う
か
」
と
の
質

問
に
対
し
て
「
む
し
ろ
、
償
却
を
し

な
が
ら
利
益
を
出
す
こ
と
は
、
投
下

し
た
資
本
に
対
し
て
適
切
に
投
資
し

て
シ
ナ
ジ
ー
を
生
み
出
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
逆
で
は
な
い
か

と
考
え
る
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

ま
た
「
の
れ
ん
の
非
償
却
を
導
入

す
る
こ
と
で
、
国
際
的
な
比
較
可
能

性
は
担
保
さ
れ
る
か
ど
う
か
」
と
い

気
候
基
準
に
関
連
し
た
実
務
対
応
基
準

公
開
草
案
、公
表
─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
１
月
21
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

62
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

会
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
２
６
年
２
月
１
日

号
（
№
１
７
６
６
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
参
照
））
ま
で
の
審
議
を
踏
ま

え
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
実
務

対
応
基
準
公
開
草
案
１
号
「
温
対
法

に
お
け
る
Ｓ
Ｈ
Ｋ
制
度
の
定
め
る
方

法
に
よ
り
測
定
し
報
告
す
る
温
室
効

果
ガ
ス
排
出
を
用
い
て
『
気
候
基
準
』

の
定
め
に
従
う
場
合
の
測
定
及
び
開

示
」
の
文
案
の
検
討
が
行
わ
れ
、
出

席
委
員
全
員
の
賛
成
で
公
表
議
決
さ

れ
た
（
１
月
22
日
公
表
。
コ
メ
ン
ト

期
限
は
３
月
25
日
。https://w

w
w

.
ssb-j.jp/jp/dom

estic_standards/
e

xp
o

su
re

_d
raft/y

2
0

2
6

_
practical/2026-0122.htm

l

）。

な
お
、
コ
メ
ン
ト
募
集
期
間
に
つ

い
て
は
、
先
日
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
が
公
表
し

た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 
Ｓ
２
号
に
対
応
す
る

気
候
関
連
開
示
基
準
改
正
の
公
開
草

案
と
同
様
に
40
日
と
す
る
案
も
出
て

い
た
が
、
原
則
ど
お
り
約
２
カ
月
と

し
た
。
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会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

連
結
財
務
諸
表
の
特
徴
①

～
作
成
⑴
～

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

連
結
財
務
諸
表
は
、
個
別
財
務
諸

表
と
作
成
手
続
を
異
に
す
る
が
、
ま

ず
は
連
結
財
務
諸
表
の
定
義
を
確
認

す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

⑴　
連
結
財
務
諸
表
の
定
義

◆
連
結
財
務
諸
表
は
、
支
配
従
属

関
係
に
あ
る
２
つ
以
上
の
企
業
か

ら
な
る
集
団
（
企
業
集
団
）
を
単

一
の
組
織
体
と
み
な
し
て
、
親
会

社
が
当
該
企
業
集
団
の
財
政
状

態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
の
状
況
を
総
合
的
に
報
告

す
る
た
め
に
作
成
す
る
も
の
で
あ

る
（
連
結
会
計
基
準
１
項
）。

こ
の
定
義
か
ら
す
る
と
、
連
結
財
務

諸
表
は
、
親
会
社
を
頂
点
と
し
た
企

業
集
団
の
業
績
等
を
表
示
す
る
も
の
で

あ
り
、
個
別
財
務
諸
表
は
親
会
社
単

独
の
業
績
等
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
っ
た
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

企
業
集
団
は
、
い
わ
ゆ
る
親
子
関

係
に
あ
る
会
社
の
集
合
体
を
意
味
す

る
が
、
親
会
社
で
あ
っ
て
も
他
の
会
社

の
子
会
社
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
た

め
、
こ
こ
で
混
乱
し
な
い
た
め
に
重
要

な
こ
と
は
、
誰
が
連
結
財
務
諸
表
を
作

成
す
る
の
か
と
い
っ
た
視
点
で
あ
る
。

連
結
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
会
社

（
提
出
会
社
）
は
、
自
社
に
と
ど
ま

ら
ず
、
子
会
社
投
資
（
Ｍ
＆
Ａ
に
よ
る

企
業
買
収
や
新
規
会
社
設
立
等
）
を

通
じ
て
、
グ
ル
ー
プ
内
の
頂
点
に
位

置
し
、
グ
ル
ー
プ
経
営
を
リ
ー
ド
す

る
会
社
（
親
会
社
）
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
会
社
単
独
の
業

績
の
み
な
ら
ず
、
子
会
社
投
資
の
実

績
も
反
映
し
た
グ
ル
ー
プ
経
営
の
業

績
に
つ
い
て
、連
結
財
務
諸
表
の
作
成・

開
示
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、「
提
出
会
社
＝
親
会
社
」

が
前
提
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
提
出
会

社
が
作
成
・
開
示
す
る
連
結
財
務
諸

表
に
お
い
て
は
、
作
成
会
社
の
上
位
に

位
置
す
る
会
社
（
作
成
会
社
の
親
会

社
や
そ
の
子
会
社
（
兄
弟
会
社
）
等
）

は
、
そ
も
そ
も
対
象
外
で
あ
り
、
あ

く
ま
で
も
提
出
会
社
を
頂
点
と
す
る

企
業
集
団
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に

留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
を
作
成
プ
ロ
セ
ス
の
観
点
か

ら
説
明
す
る
と
、
連
結
財
務
諸
表
は
、

支
配
従
属
関
係
に
あ
る
親
会
社
と
子

会
社
の
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
財
務
諸
表

を
合
算
し
て
作
成
す
る
こ
と
と
な
り
、

そ
の
結
果
、
連
結
財
務
諸
表
に
は
子

会
社
の
業
績
も
反
映
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
企
業
集
団
の
業
績
を
開
示
す
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

⑵　
持
分
法
の
適
用

◆
本
会
計
基
準
は
、
連
結
財
務
諸

表
を
作
成
す
る
場
合
に
適
用
す
る

（
持
分
法
会
計
基
準
３
項
）。

◆
非
連
結
子
会
社
及
び
関
連
会
社

に
対
す
る
投
資
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
持
分
法
を
適
用
す
る

（
持
分
法
会
計
基
準
６
項
）。

提
出
会
社
は
、
投
資
先
と
の
関

係
を
支
配
従
属
関
係
よ
り
は
緩
い
関

係
（
た
と
え
ば
20
％
出
資
）
に
と
ど
め

て
事
業
投
資
す
る
こ
と
も
あ
り
、
こ

の
場
合
の
投
資
先
（
関
連
会
社
）
の

業
績
に
つ
い
て
は
部
分
的
に
で
は
あ
る

が
、
連
結
財
務
諸
表
に
反
映
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
方
法
が
前
記
の
持
分
法
で
あ

り
、
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
プ
ロ
セ

ス
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
て
い
る
連

結
特
有
の
会
計
処
理
方
法
で
あ
る
。

関
連
会
社
は
企
業
集
団
を
構
成
し

な
い
た
め
、
作
成
プ
ロ
セ
ス
の
観
点

か
ら
は
子
会
社
投
資
の
よ
う
に
個
別

財
務
諸
表
を
合
算
す
る
こ
と
は
な
い
。

関
連
会
社
投
資
に
お
い
て
は
業
績
そ

の
も
の
を
連
結
財
務
諸
表
に
反
映
す

る
こ
と
は
な
く
、
持
分
法
を
通
じ
て
、

関
連
会
社
の
業
績
を
部
分
的
に
反
映

す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
提
出
会
社
に
よ
る

事
業
投
資
の
成
果
を
連
結
財
務
諸
表

に
反
映
さ
せ
る
作
成
プ
ロ
セ
ス
に
お
い

て
、
子
会
社
投
資
と
関
連
会
社
投
資

に
は
違
い
が
あ
る
点
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。　

金
融
商
品
の
分
類・測
定
、検
討
開
始

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

会
　
　
計

去
る
1
月
15
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
２
４
８
回
金
融
商
品

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
検
討
事
項
は
次
の
と
お
り
。

ま
た
、
１
月
20
日
開
催
の
第
５
６
８

回
親
委
員
会
で
も
同
様
の
テ
ー
マ
が

審
議
さ
れ
た
。

金
融
商
品
の
分
類
お
よ
び
測
定
に

関
す
る
会
計
基
準
の
開
発

金
融
商
品
の
分
類
お
よ
び
測
定
に

関
し
て
、
昨
年
10
月
に
公
表
さ
れ
た

企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
89
号
「
金

融
商
品
に
関
す
る
会
計
基
準
（
案
）」

等
で
は
、
予
想
信
用
損
失
モ
デ
ル
の

適
用
範
囲
に
合
わ
せ
て
限
定
的
な
範

囲
で
の
改
正
を
提
案
し
、
公
開
草
案

の
範
囲
に
含
め
て
い
な
い
領
域
に
つ

い
て
は
公
開
草
案
の
公
表
後
に
見
直

し
の
着
手
に
関
す
る
方
向
性
に
つ
い

て
議
論
を
行
う
予
定
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
た
。

今
回
、
金
融
商
品
の
分
類
お
よ
び

測
定
の
見
直
し
の
着
手
に
関
す
る
方

向
性
に
つ
い
て
の
議
論
を
行
う
た
め

の
前
段
階
と
し
て
、
金
融
商
品
会
計

基
準
等（
公
開
草
案
の
提
案
を
含
む
）

に
お
け
る
金
融
資
産
の
分
類
お
よ
び

測
定
に
関
す
る
定
め
を
確
認
し
た
う

え
で
、
国
際
的
な
会
計
基
準
に
お
け

る
取
扱
い
に
つ
い
て
説
明
し
、
意
見

を
聴
取
す
る
こ
と
と
し
た
。

事
務
局
か
ら
は
、
次
の
論
点
に
つ

い
て
、
金
融
商
品
会
計
基
準
等
と
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
・
米
国
会
計
基
準

と
の
主
要
な
類
似
点
お
よ
び
相
違
点

が
示
さ
れ
た
。

⑴　
金
融
資
産
の
会
計
処
理
の
判
定

方
法

⑵　
有
価
証
券
の
保
有
目
的
の
変
更

⑶　
売
却
目
的
保
有
以
外
の
債
権
お

よ
び
債
券

⑷　
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
目
的
で
保
有

す
る
金
銭
債
権
等

⑸　
上
場
株
式
・
投
資
信
託

⑹　
非
上
場
株
式

⑺　
組
込
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

⑻　
公
正
価
値
オ
プ
シ
ョ
ン

専
門
委
員
か
ら
は
「
国
際
的
な
会

う
質
問
に
「
比
較
可
能
性
と
は
、
企

業
の
実
態
を
反
映
し
た
比
較
で
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
形
式
的
に
合
わ
せ
た

だ
け
で
は
た
し
て
比
較
可
能
と
な
る

か
は
疑
問
」
と
述
べ
た
。
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経理用語の豆知識

日
本
の
長
期
金
利
急
上
昇
の
背
景

金
　
　
融

計
基
準
と
の
整
合
性
に
関
し
て
、
わ

が
国
の
従
来
の
考
え
方
と
整
合
し
な

い
部
分
が
あ
る
の
で
、
慎
重
な
検
討

が
必
要
」、「
資
本
と
負
債
の
区
分
は
、

金
融
資
産
の
分
類
・
測
定
に
重
要
で

あ
る
た
め
、
運
用
の
し
か
た
も
含
め

て
検
討
を
す
べ
き
」、「
金
融
資
産
の

減
損
に
関
す
る
会
計
基
準
の
公
開
草

案
の
提
案
に
関
連
し
て
、
予
想
信
用

損
失
モ
デ
ル
の
対
象
と
な
る
か
ど
う

か
が
シ
ス
テ
ム
開
発
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
か
ら
、
債
券
を
優
先
的
に
検

討
し
、
そ
の
後
に
株
式
・
投
資
信
託

を
検
討
す
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
意
見
が
聞

か
れ
た
。

第
５
６
８
回
親
委
員
会
で
は
、「
⑴

に
つ
い
て
は
、『
日
本
基
準
と
米
国

会
計
基
準
で
は
、
金
融
資
産
ご
と

に
、
金
融
資
産
の
法
的
形
式
や
そ
の

保
有
目
的
等
に
基
づ
い
て
会
計
処
理

が
定
め
ら
れ
て
い
る
一
方
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
会
計
基
準
で
は
、
す
べ
て
の
金
融

資
産
に
つ
い
て
Ｓ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
要
件
と
事

業
モ
デ
ル
に
基
づ
く
単
一
の
分
類

ア
プ
ロ
ー
チ
を
適
用
し
、
金
融
資
産

の
会
計
処
理
を
判
定
す
る
こ
と
と
な

る
』
と
整
理
さ
れ
て
お
り
、
他
の
論

点
と
相
互
に
関
連
す
る
テ
ー
マ
で
あ

り
、
重
要
な
論
点
で
あ
る
の
で
、
優

先
的
に
議
論
す
べ
き
」、「
⑹
に
つ
い

て
、
子
会
社
や
関
連
会
社
の
株
式
も

連
結
・
単
体
と
も
一
律
に
時
価
評
価

す
る
の
が
正
し
い
の
か
疑
問
。
連
単

の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
別
々
に
す
る

こ
と
も
検
討
し
て
ほ
し
い
」、「
特
に

保
険
に
つ
い
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
17
号
の
コ

ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
も
含
め
て
議
論
が

必
要
で
は
」と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

譲
受
人
が
Ｓ
Ｐ
Ｃ
で
あ
る
場
合
の

金
融
資
産
の
消
滅
範
囲
の
明
確
化

第
２
４
７
回
金
融
商
品
専
門
委
員

会
（
２
０
２
６
年
１
月
10
日
・
20
日

合
併
号
（
№
１
７
６
５
）
情
報
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
お
よ
び
第
５
６
６

回
親
委
員
会
（
２
０
２
６
年
２
月
１

日
号（
№
１
７
６
６
）情
報
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
譲
受
人

が
Ｓ
Ｐ
Ｃ
で
あ
る
場
合
の
金
融
資
産

の
消
滅
範
囲
の
明
確
化
に
関
し
て
審

議
が
行
わ
れ
た
。

今
回
は
、企
業
会
計
基
準
10
号「
金

融
商
品
に
関
す
る
会
計
基
準
」
お
よ

び
移
管
指
針
９
号
「
金
融
商
品
会
計

に
関
す
る
実
務
指
針
」
の
改
正
案
が

示
さ
れ
、
議
論
さ
れ
た
。

文
案
で
は
、
金
融
商
品
会
計
基
準

の
（
注
４
）
に
つ
い
て
、「
特
別
目

的
会
社
が
発
行
す
る
証
券
の
保
有

者
」
を
「
特
別
目
的
会
社
に
対
す
る

投
資
者
又
は
融
資
者
」
と
す
る
な
ど

の
改
正
が
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
賛
同
す
る
意

見
が
聞
か
れ
た
。

ま
た
、
第
５
６
８
回
親
委
員
会
で

は
、
特
段
の
異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ

た
が
、「『
融
資
者
』
と
い
う
文
言
に

つ
い
て
、
関
連
基
準
の
企
業
会
計
基

準
適
用
指
針
15
号
『
一
定
の
特
別
目

的
会
社
に
係
る
開
示
に
関
す
る
適
用

指
針
』
の
改
正
に
『
出
資
者
』
と
い

う
用
語
が
あ
る
の
で
、
関
係
を
整
理

し
た
ほ
う
が
い
い
」
と
の
意
見
が

あ
っ
た
。

次
回
は
、
適
用
時
期
・
経
過
措
置

に
つ
い
て
審
議
す
る
予
定
。

日
本
の
長
期
金
利
が
急
上
昇
し
て

い
る
。
10
年
物
国
債
の
流
通
利
回
り

は
、
２
０
２
５
年
１
月
時
点
で
は

１
％
程
度
の
水
準
に
あ
っ
た
が
、
そ

の
後
上
昇
基
調
を
強
め
、
２
０
２
５

年
末
に
は
２
・
０
６
％
ま
で
切
り
上

が
っ
た
。
さ
ら
に
年
明
け
以
降
は
上

昇
ペ
ー
ス
が
加
速
し
、
１
月
21
日
時

点
で
は
一
時
２
・
３
７
％
を
付
け
る

場
面
と
な
っ
て
い
る
。
長
期
金
利
の

上
昇
要
因
と
し
て
は
、
一
般
に
期
待

イ
ン
フ
レ
率
の
上
昇
や
短
期
金
利
の

引
上
げ
、
財
政
赤
字
の
拡
大
な
ど
が

あ
る
が
、
日
本
国
内
の
物
価
動
向
を

重要な虚偽表示リスクの識別と評価

監査人は、①財務諸表全体レベル、②アサーション・レベ
ル、の２つのレベルで重要な虚偽表示リスクを識別しなけ
ればならない。また、監査人は、関連するアサーションとそ
れに関連する重要な取引種類、勘定残高または注記事項
を決定しなければならない。

監査人による財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リ
スクの識別と評価は、内部統制システム、特に統制環境、企
業のリスク評価プロセスおよび内部統制システムを監視
する企業のプロセスの理解ならびに企業の事業内容と複
雑性等の影響を受ける。特に財務諸表全体レベルのリスク
は、統制環境の不備または経済状況の悪化等の外部の事
象や状況から生ずることがある。

監査人は、重要な取引種類、勘定残高または注記事項を
識別するために、自動化されたツールと技法を利用する場
合がある。重要な注記事項には、関連するアサーションが
存在する定量的および定性的な注記事項が含まれる。

み
る
と
、
直
近
の
12
月
公
表
分
で
あ

る
11
月
の
消
費
者
物
価
上
昇
率
は
前

年
同
月
比
プ
ラ
ス
２
・
９
％
と
、
こ

の
１
年
間
は
ほ
ぼ
同
水
準
と
な
っ
て

い
る
。

足
元
の
物
価
動
向
だ
け
を
み
れ

ば
、
10
年
金
利
の
急
上
昇
を
説
明
す

る
に
は
物
足
り
な
い
。
た
だ
物
価
上

昇
圧
力
そ
の
も
の
は
根
強
く
、
３
年

後
、
５
年
後
の
物
価
上
昇
率
に
つ
い

て
も
、
２
％
前
後
で
推
移
す
る
と
の

見
方
が
市
場
で
は
定
着
し
つ
つ
あ

る
。
加
え
て
、
間
近
に
迫
っ
た
春
季

労
使
交
渉
で
は
、
賃
上
げ
の
目
標
・

要
求
と
し
て
５
％
以
上
が
掲
げ
ら
れ

て
お
り
、
賃
金
面
か
ら
の
イ
ン
フ
レ

定
着
の
期
待
が
高
ま
り
や
す
い
環
境

に
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
日
銀
が
段
階

的
な
追
加
利
上
げ
に
踏
み
切
る
余
地

を
広
げ
る
材
料
と
し
て
意
識
さ
れ
や

す
い
。
た
だ
し
、
今
回
の
長
期
金
利

上
昇
の
速
さ
を
説
明
す
る
う
え
で
、

こ
れ
ら
の
要
因
だ
け
で
は
十
分
と
は

い
い
が
た
い
。
む
し
ろ
注
目
す
べ
き

は
、
減
税
や
歳
出
拡
大
を
め
ぐ
る
財

政
規
律
へ
の
警
戒
感
が
、
足
元
で
急

速
に
強
ま
っ
て
い
る
点
だ
。
と
り
わ

け
高
市
首
相
が
衆
議
院
解
散
を
表
明

し
、
選
挙
を
前
に
し
た
財
政
拡
張
観
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抜
き
打
ち
総
選
挙
は
株
式
市
場
に
何
を

も
た
ら
す
か
？

証
　
　
券

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2026年
1月14日

内部統制強化・不祥
事予防に向けたハン
ドブック

日本取引所
自主規制
法人

内部統制システムの整備を推進する役員・責任者、社外取締役・監査役の他、管理部門や
内部監査部門に向けて、不祥事が生じた上場会社が策定した再発防止策を、不祥事が発
生した原因やその目的ごとに分類し、ポイントを紹介。上場会社の中長期的な企業価値
向上を支える内部統制の強化に役立てることを目的として作成されている。各分野の第
一人者による不祥事予防に関するコラムや㈱日本取引所グループの各部門による内部
統制上の留意点を解説するコラムなども掲載。
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20260114-01.html

2026年
1月15日

連結財務諸表の用語、
様式及び作成方法に関
する規則に規定する金
融庁長官が定める企業
会計の基準を指定する
件（金融庁告示）の一部
改正（案）

金融庁

IASBが2025年12月31日までに公表したIFRS19号「公的説明責任のない子会社：開示」
とIAS21号「外国為替レート変動の影響」を、連結財務諸表規則312条に規定する指定国
際会計基準とするもの。コメント期限は２月16日。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260115/20260115.html

2026年
1月20日

人的資本可視化指針
（改訂版）（案）

内閣官房・
金融庁・
経産省

強い日本経済の実現を目指し、中長期的な企業価値の向上を後押しするために不可欠な
人的資本への投資について、経営戦略と人材戦略の連動をさらに高め、開示情報の充実
を図るべく、国際的なフレームワークに沿った情報開示や、経営戦略と人材戦略・人事
施策の関連づけに関する情報開示を促すために改訂を行うもの。コメント期限は２月10
日。
https://www.cas.go.jp/jp/pubcom/index.html

お
詫
び
と
訂
正

本
誌
２
０
２
５
年
９
月
10
日
号

（
№
１
７
５
３
）
特
集
に
て
誤
り

が
あ
り
ま
し
た
。
読
者
の
皆
様
お

よ
び
ご
執
筆
者
の
方
に
謹
ん
で
お

詫
び
す
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う

に
訂
正
い
た
し
ま
す
。

●
18
頁　
図
表
10
中
【
本
設
例
の

前
提
条
件
】
⒂

（
誤
）　
９
・
２
４
％

（
正
）　
17
・
２
７
％

測
が
市
場
で
意
識
さ
れ
る
な
か
、
将

来
的
な
国
債
増
発
へ
の
懸
念
が
長
期

金
利
の
上
振
れ
圧
力
と
し
て
作
用
し

て
い
る
可
能
性
が
高
い
。こ
の
た
め
、

足
元
の
日
本
の
長
期
金
利
上
昇
は
、

単
な
る
景
気
回
復
や
利
上
げ
観
測
を

先
取
り
し
た
動
き
と
い
う
よ
り
、
財

政
運
営
や
政
治
日
程
を
め
ぐ
る
不
透

明
感
を
織
り
込
む
過
程
で
強
ま
っ
た

側
面
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
は
、
日
銀
の
金
融
政
策
ス
タ

ン
ス
そ
の
も
の
以
上
に
、
選
挙
後
の

財
政
運
営
の
方
向
性
が
、
長
期
金
利

の
中
期
的
な
ト
レ
ン
ド
を
左
右
す
る

局
面
が
続
く
可
能
性
が
高
い
だ
ろ

う
。

責
任
あ
る
積
極
財
政
を
掲
げ
て
、

昨
年
秋
に
発
足
し
た
高
市
内
閣
は
、

国
民
か
ら
高
い
支
持
率
を
得
て
明
ら

か
に
株
高
の
原
動
力
と
な
っ
て
い

る
。と

こ
ろ
が
、
経
済
政
策
を
決
定
す

る
権
限
の
あ
る
議
会
で
、
高
市
首
相

を
擁
す
る
連
立
与
党
は
過
半
の
議
席

数
を
得
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
首

相
の
構
想
す
る
政
策
を
実
行
し
よ
う

と
し
て
も
野
党
勢
力
の
反
対
が
あ
れ

ば
、
ス
ム
ー
ズ
に
い
か
な
い
。
首
相

が
就
任
以
来
、
多
数
与
党
を
目
指

し
て
、
早
期
の
衆
議
院
解
散
、
総
選

挙
を
狙
っ
て
い
る
こ
と
は
予
想
さ
れ

て
い
た
が
、
政
治
日
程
か
ら
そ
れ
は

早
く
て
６
月
の
通
常
国
会
の
終
了
時

あ
た
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
い

た
。し

か
し
、
高
市
首
相
は
大
方
の
意

表
を
つ
く
か
の
よ
う
に
、
新
年
早
々

に
総
選
挙
実
施
を
決
断
、
１
月
23
日

の
通
常
国
会
開
会
直
後
に
衆
議
院
を

解
散
す
る
と
宣
言
し
た
。
こ
の
抜
き

打
ち
的
な
解
散
宣
言
は
政
界
だ
け
で

な
く
、
国
民
全
体
に
強
い
シ
ョ
ッ
ク

を
与
え
た
。
与
党
を
含
め
政
界
や
行

政
で
は
選
挙
準
備
が
ま
っ
た
く
で
き

て
い
な
い
な
か
で
の
首
相
独
走
解
散

と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

高
市
首
相
は
何
と
し
て
も
国
会
で

過
半
数
議
席
を
確
保
し
た
い
、
と
決

意
し
て
お
り
、
も
し
総
選
挙
で
敗
北

し
た
と
き
は
首
相
の
座
を
退
く
と
明

言
し
た
。
総
選
挙
の
結
果
次
第
で
日

本
の
政
治
経
済
に
大
き
な
変
動
が
予

感
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
て
き
た
。
首

相
自
ら
「
高
市
政
権
選
択
選
挙
」
と

呼
ぶ
今
度
の
総
選
挙
は
、
多
く
の
政

党
に
と
っ
て
も
正
念
場
で
あ
る
。
特

に
高
市
政
権
発
足
前
に
政
権
与
党
の

組
み
合
せ
に
滅
多
に
な
い
大
変
化
が

生
じ
て
い
た
。
長
年
、
自
民
党
と
連

立
政
権
を
組
ん
で
き
た
公
明
党
が
政

策
・
意
見
の
違
い
か
ら
連
立
を
解
消
。

自
民
党
は
日
本
維
新
の
会
と
新
た
に

連
立
政
権
を
組
ん
だ
。

さ
ら
に
、
野
党
第
一
党
の
立
憲
民

主
党
と
野
党
と
な
っ
た
公
明
党
が
統

合
し
て
「
中
道
改
革
連
合
」
と
い
う

新
政
党
を
結
成
。
左
派
政
党
、
右
派

政
党
で
も
な
い
中
道
政
党
と
い
う
立

場
を
打
ち
出
し
て
き
た
。

総
選
挙
は
２
月
８
日
、
超
短
期
決

戦
で
あ
る
。
国
民
は
新
連
立
、
新
政

党
の
実
態
を
ど
こ
ま
で
理
解
し
、
投

票
政
党
を
決
め
る
の
か
、
予
想
し
づ

ら
い
総
選
挙
で
あ
る
。
株
式
市
場
に

と
っ
て
息
の
抜
け
な
い
緊
張
状
態
が

続
く
こ
と
に
な
ろ
う
。


